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簡易容器検査規程
［機－９０１０４－９］

１ 適用範囲

この規程は、高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が行う簡易容器検査に適用す

る。

２ 用語の定義

この規程に用いる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「簡易容器」とは、次の①又は②に適合するもの（二重巻込み構造の容器に限り、バ
ルブを含む。）をいう。ただし、液化フルオロカーボン 12、液化フルオロカーボン 22、
液化フルオロカーボン 134a、液化フルオロカーボン 404A、液化フルオロカーボン 407C
又は液化フルオロカーボン 507A を充塡する容器、エアゾール容器及びカセットこんろ
用ガス容器を除くものとする。

① 温度 35℃において、圧力が１ MPa未満である圧縮ガスを充塡する容器
② 内容積が１リットル以下の容器であって、温度 35 ℃において 0.8MPa 以下となる
液化ガスを充塡するもの

(2) 「型式」とは、次のいずれにも該当する範囲のものをいう。
① 同一の寸法及び構造であること。

② 設計圧力が同一であること。

③ 次に掲げるガスの区分が同一であること。

(a) 毒性ガス、可燃性ガス、酸素ガス及び窒素ガス以外のガス
(b) 可燃性ガス
(c) 酸素ガス
(d) 窒素ガス

(3) 「充塡ロット」とは、同一の型式に属する簡易容器に同一の充塡装置で同一の成分及
び濃度のガスを連続して充塡したものの組であって、同一の発売元に係るものをいう。

３ 実施事務所

簡易容器検査は、機器検査事業部門容器・設備検査グループ容器検査チーム（以下「容

器検査チーム」という。）において実施する。

４ 型式検査及び項目別検査

簡易容器検査は、型式検査及び６.１に基づいて申請があった場合における項目別検査
により行う。
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５ 型式検査

５.１ 型式検査の申請

型式検査を受けようとする者（以下「型式検査申請者」という。）は、型式ごとに様

式１の簡易容器型式検査申請書に次の書類を添付し、正本１通及び副本１通を容器検査

チームに提出するものとする。

(1) 寸法図
(2) 構造図
(3) 主要耐圧部材の材料証明書
(4) 製造工程図
(5) 検査方法を示す資料

５.２ 型式検査の実施

型式検査は、次に定めるところにより行う。

(1) 型式検査は、６０個の抜取対象の中から２０個以上を無作為に抜き取った簡易容器
（以下「検体」という。）について行う。ただし、協会が必要と認めたときは抜取個

数を増加することができる。

(2) 型式検査に係る試験（以下「型式試験」という。）は、別表１に掲げる試験項目に
つき同表に定める個数の検体について実施する。

(3) 型式試験は、別表２に定める方法に従って実施し、すべての検体が同表の判定基準
に適合したとき、当該申請に係る型式検査を合格とする。

(4) 協会は、必要に応じ、品質管理状況その他必要な書類の提出を求めることができる
ものとする。

５.３ 型式承認書の交付等

協会は、次に定めるところにより型式承認書の交付等を行う。

(1) 協会は、申請に係る容器が型式検査に合格したときは、型式検査申請者に様式２に
定める簡易容器型式承認書（以下「承認書」という。）を交付する。

(2) 承認書の有効期間は、承認書の発行の日から５年間とする。
(3) 協会は、申請に係る容器が型式検査に合格しなかったときは、型式検査申請者に様
式３に定める簡易容器型式検査不合格通知書（以下「不合格通知書」という。）を発

行する。

６ 項目別検査

６.１ 項目別検査の申請

項目別検査の申請は、次に定めるところによる。

(1) 協会は、５.３(3)の規定にかかわらず、型式検査に係る一部の試験項目において合
格基準に適合しない場合であって、当該項目（以下「保留項目」という。）が容易に
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改善できると認めたときは、型式検査終了日から１月以内に限り、その措置を保留す

ることができる。

(2) 型式検査申請者は、協会が(1)に基づいて措置を保留した場合に限り、項目別検査
を受けることができる。

(3) 項目別検査を受けようとする者（以下「項目別検査申請者」という。）は、項目別
検査の申請を行うものとする。

(4) 項目別検査の申請は、様式４の簡易容器項目別検査申請書の正本１通及び副本１通
を容器検査チームに提出するものとする。

(5) 項目別検査は、一の型式検査申請について１回の申請を限度とする。
(6) 協会は、型式検査申請者が(3)の申請を行わなかったときは、５.３(3)の不合格通
知書を発行する。

６.２ 項目別検査の実施

項目別検査は、次に定めるところにより行う。

(1) 項目別検査は、別表２に定める個数の２倍の個数を５.２(1)の抜取対象個数から抜
き取った検体について行い、該当するすべての試験項目においてすべての検体が判定

基準に適合したとき、当該申請に係る項目別検査を合格とする。

(2) 協会は、申請のあった試験項目に１以上の試験項目を追加し再試験することが技術
的理由から適切であると判断したときは、その旨指定することができる。

(3) 項目別検査の試験方法及び判定基準は、別表２による。
(4) ５.２(4)は、項目別検査に準用する。

６.３ 項目別検査実施後の措置

協会は、申請に係る容器が項目別検査に合格したときは、５.３(1)の承認書を交付し、
不合格となったときは、５.３(3)の不合格通知書を発行する。

７ 簡易容器型式検査合格証票

協会は、次に定めるところにより簡易容器型式検査合格証票を交付する。

(1) 型式承認書の交付を受けた型式検査申請者は、当該型式に係る簡易容器型式検査合格
証票（以下「証票」という。）の交付を受けることができる。

(2) 証票の交付を受けようとする者（以下「証票申請者」という。）は、充塡ロットごと
に容器検査チームに申請するものとする。

(3) 証票の申請は、様式５の簡易容器型式検査合格証票交付申請書の正本１通及び副本１
通を提出するものとする。

(4) 協会は、証票の申請の内容が確認できたときは、証票申請者に当該申請に係る証票を
交付する。

(5) 証票の様式は、別図１に定める。

８ 遵守義務
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型式承認書の交付を受けた者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 交付を受けた型式承認書に係る容器の品質を型式検査を行った時点のレベルに維持す
ること。

(2) 容器ごとに、その外面の見やすい箇所に証票及び次の事項を記載したラベルを貼付す
ること。

① 簡易容器の保存方法に関する事項

② 使用済み簡易容器の取扱いに関する事項

③ 簡易容器の使用方法に関する事項

④ 充塡ガスの成分に関する事項

⑤ 充塡会社名及び発売元の会社名

⑥ 製造番号又はロット番号

(3) 梱包ケースごとに、その外面の見やすい箇所に証票を貼付すること。

９ 型式承認の取り消し

協会は、型式承認書の交付を受けた者が８の遵守義務に違反したときは、当該型式承認

書を無効とすることができる。

１０ 簡易容器型式承認書の再交付

協会は、協会が発行した承認書の交付を受けている者が、これを汚し、損じ、又は失っ

た場合において、当該交付を受けている者の申請に基づいて次に定めるところにより、そ

の再交付を行う。

(1) 承認書の再交付を受けようとする者（以下「再交付申請者」という。）は、様式６の
簡易容器型式承認書再交付申請書を当該承認書を交付した容器検査チームに提出するも

のとする。

(2) 協会は、再交付申請の内容が確認できたときは、再交付申請者に当該申請に係る型式
承認書の再交付を行う。

１１ 手数料

型式検査申請者、項目別検査申請者、証票申請者及び再交付申請者は、別表３に掲げる

手数料を銀行振込み、現金書留又は現金により納付するものとする。手数料の納付が銀行

振込みによる場合、振込口座は、申請者ごとに協会が個別に与える口座に振り込むものと

する。

なお、協会は、正当な理由がある場合を除き、手数料を返金しない。

附則 この規程は、平成１１年４月１日から施行する。

附則 この改正は、平成１６年３月２９日から施行する。

機-90104-9
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附則 この改正は、平成１８年１２月１１日から施行する。

附則 この改正は、平成２０年３月３１日から施行する。

附則 この改正は、平成２１年４月６日から施行する。

附則 この改正は、平成２２年９月２７日から施行する。

附則 この改正は、平成２６年４月１日から施行する。

附則 この改正は、令和元年１０月１日から施行する。

附則 この改正は、令和３年８月２日から施行する。

附則 この改正は、令和４年４月１日から施行する。

機-90104-9
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様式１

× 整 理 番 号

簡易容器型式検査申請書

× 受 理 年 月 日 年 月 日

申 請 者 の 名 称

事業所の名称及び所在地

簡 易 容 器 の 型 式 名

バ ル ブ の 型 式 名

設 計 圧 力

ガ ス の 区 分

内 容 積

年 月 日

代表者氏名

高 圧 ガ ス 保 安 協 会 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ ×印の項は記載しないこと。
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様式２

簡易容器型式承認書

殿

年 月 日

高圧ガス保安協会

年 月 日付けをもって申請のありました簡易容器について型式検査を行った結

果、当該検査に合格しましたので、次のとおり承認します。

型 式 承 認 番 号 ガ ス の 区 分

簡易容器の型式名 バルブの型式名

設 計 圧 力 内 容 積

充塡事業者名

所 在 地

有 効 期 限 この承認書は、 年 月 日まで有効とする。

備 考
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様式３

簡易容器型式検査不合格通知書

殿

年 月 日

高圧ガス保安協会

年 月 日付けをもって申請のありました簡易容器について型式検査を行った結

果、当該検査に不合格となりましたので、次のとおり通知します。

ガ ス の 区 分 簡易容器の型式名

バルブの型式名 設 計 圧 力

内 容 積

不合格の理由
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様式４

× 整 理 番 号

簡易容器項目別検査申請書

× 受 理 年 月 日 年 月 日

申 請 者 の 名 称

事業所の名称及び所在地

簡 易 容 器 の 型 式 名

バ ル ブ の 型 式 名

設 計 圧 力

ガ ス の 区 分

内 容 積

型 式 検 査 終 了 日

試 験 項 目

年 月 日

代表者氏名

高 圧 ガ ス 保 安 協 会 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ ×印の項は記載しないこと。
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様式５

簡易容器型式検査合格証票 × 整 理 番 号

交 付 申 請 書 × 受 理 年 月 日 年 月 日

申 請 者 の 名 称

事業所の名称及び所在地

発 売 元 名 称

発 売 元 所 在 地

型 式 承 認 番 号

充塡ガスの成分及び濃度

充 塡 日

枚 数

年 月 日

代表者氏名

高 圧 ガ ス 保 安 協 会 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ ×印の項は記載しないこと。
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様式６

簡 易 容 器 型 式 承 認 書 × 整 理 番 号

再 交 付 申 請 書 × 受 理 年 月 日 年 月 日

申 請 者 の 名 称

事業所の名称及び所在地

型 式 承 認 番 号

簡 易 容 器 の 型 式 名

バ ル ブ の 型 式 名

設 計 圧 力

ガ ス の 区 分

内 容 積

年 月 日

代表者氏名

高 圧 ガ ス 保 安 協 会 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ ×印の項は記載しないこと。
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別表１

型式試験検体個数

試験項目 検体個数

（１）材料確認試験 ３

（２）耐ガス性試験 ３

（３）外観試験 ３

（４）落下試験 ３

（５）振動試験 ３

（６）気密試験 １０

（７）耐圧試験 １０

（８）ガス質量測定試験 １０

（９）寸法測定試験 １０
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別表２

型式試験の方法及び合格基準

１ 材料確認試験

試験方法：簡易容器本体の材料が、ＪＩＳＧ３３０３（ぶりき及びぶりき原板）若し

くは、ＪＩＳＨ４０００（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）

又はこれらと同等以上のものであることを材料証明書等により確認すると

ともに、検体を目視により確認する。

判定基準：確認できた場合に合格とする。

２ 耐ガス性試験

試験方法：パッキンの同一の試料を次のイの試験液、ロの試験ガス及び空気中にそれ

ぞれ２４時間以上放置した後、使用上支障のあるぜい化、膨潤、軟化、収

縮等がないことを確認する。

イ ガス区分の中の代表的な液化ガス

ロ ガス区分の中の代表的な圧縮ガス

判定基準：(a) 使用上支障のある膨潤及び収縮については試験後の体積変化量が試験
前の体積の２０％以下であることをもって合格とする。

(b) ぜい化及び軟化については漏洩のおそれのある変質、変形等のないこ
とを目視等により確認したことをもって合格とする。

３ 外観試験

試験方法：簡易容器の形状が均整で端部がなめらかであり、使用上支障を生じるおそ

れのあるきず、ひび、割れその他の欠陥がないことを目視により確認する

こと。

判定基準：確認できた場合に合格とする。

４ 落下試験

試験方法：充塡簡易容器を３０ｃｍの高さから落下試験機によりバルブ装着側を上

にして木製の床面に垂直に落下させた後、６の気密試験を行う。

判定基準：落下後に著しい変形等がなく、６の試験に合格したものをもって合格とす

る。

５ 振動試験

試験方法：充塡簡易容器を輸送のための梱包をした状態において、振動試験機によ

り６００回毎分、全振幅５ｍｍで垂直方向３０分間、水平方向３０分間の

振動をさせた後、６の気密試験を行う。

判定基準：６の試験に合格したものをもって合格とする。
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６ 気密試験

試験方法：充塡簡易容器を４８～５０℃の温水中に３０分間以上浸漬し、簡易容器

各部よりガス漏れがないことを確認する。

判定基準：確認できた場合に合格とする。

７ 耐圧試験

試験方法：(1) 水を満杯にした簡易容器を水圧で徐々に加圧し、１．３ＭＰａの圧力
を３０秒間以上加えた後、簡易容器の各部より漏れ又は使用上支障のあ

る変形のないことを確認する。

(2) 水を満杯にした簡易容器を水圧で徐々に加圧し、１．５ＭＰａの圧力
を３０秒間以上加えた後、簡易容器の各部が破裂しないことを確認する。

判定基準：(1)、(2)のいずれの場合も、確認できたときに合格とする。

８ ガス質量測定試験

試験方法：(1) 充塡簡易容器の質量と充塡されているガスをパ－ジした後の簡易
容器の質量を測定し、次式によりＭを求める。

Ｍ＝Ｍｏ－Ｍｅ

ここに Ｍ ：充塡ガスの質量（ｇ）

Ｍｏ：充塡簡易容器の質量（ｇ）

Ｍｅ：ガスをパ－ジした後の簡易容器の質量（ｇ）

(2) 簡易容器の内容積を測定し、次式によりＣを求める。
Ｃ＝Ｖ／Ｍ

ここに Ｖ ：簡易容器の内容積（リットル）

Ｍ ：上記(1)による。
判定基準：(1)にあっては、充塡ガスの質量が表示質量の９５％以上であること。

(2)にあっては、Ｃが容器則第２２条（液化ガスの質量の計算の方法）に
掲げる液化ガスの種類に応じた充塡定数以上であるときは合格とする。

９ 寸法測定試験

試験方法：付表１に示す箇所の寸法をノギス、マイクロメ－タ－等により測定する。

判定基準：測定寸法が付表１に適合したものをもって合格とする。
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付表１

簡易容器及びバルブの各部の合格基準

記号 名 称 合格基準

Ａ 簡易容器の高さ 寸法図の長さ±１％以下

Ｂ 簡易容器の胴の外径 寸法図の長さ±１．５％以下

Ｃ 簡易容器の外径 寸法図の長さ±１％以下

Ｄ ステム径 寸法図の長さ±２％以下

Ｅ ステム長さ 寸法図の長さ±２％以下

※寸法図に許容範囲が示され、許容範囲が合格基準以下の場合は

それを合格基準とする。
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別表３

型式検査等の手数料

１ 型式検査

型式検査の手数料は、次に定める型式検査料と旅費の合算とする。

(1) 型式検査料
１申請につき 151,900円

(2) 旅費
高圧ガス保安協会検査旅費規程に基づく額。

２ 項目別検査

項目別検査の手数料は、次に定める項目別検査料と旅費の合算とする。

(1) 項目別検査料
１申請につき 101,600円

(2) 旅費
上記１(2)による。

３ 簡易容器型式検査合格証票交付

１枚につき 30円

４ 簡易容器型式承認書再交付

１枚につき 2,400円
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別図１

簡易容器型式検査合格証票


